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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

お問い合わせは郡山法人会事務局まで　ＴＥＬ：024-933-7777

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料

●●●● ●●●●

300タイトル以上のセミナーが無料で受講できます



年末調整説明会のおしらせ
税務署ニュース

記

お問い合わせ先

郡山税務署では、平成27年分の年末調整関係事務の説明会を
下記の日程により開催いたします。
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東北税理士会郡山支部
税理士 佐藤 邦夫

税のミニ通信

　最近、マイナンバー制度についてマスコミでいろいろ報じられるようになってきま
した。
　内閣官房のホームページには「平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政
手続でマイナンバー（個人番号）が必要になります。」 と記載されており、使い方の留
意点として「マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行
政手続きにしか使えません。」 と注釈書きしております。
　マイナンバーを使用するに当たっては、仕事に従事する方々に対して、早い時期に
制度を周知したり社内規定を整備して円滑に利用開始の準備をする必要があり、ま
た大事な特定個人情報も保全しなければなりませんので時期が差し迫る前に手当が
必要になるでしょう。
◎平成28年1月から、マイナンバーは次の分野で必要になります。
1　社会保障分野
（1）年金の資格取得や確認、給付　（2）雇用保険の資格取得や確認、給付　（3）ハローワークの事務　
（4）医療保険の保険料徴収　（5）福祉分野の給付、生活保護など
2　税分野
（1）税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載　（2）税務当局の内部資料など
3災害対策
（1）被災者生活再建支援金の支給　（2）被災者台帳の作成事務など
　以上が当面の利用分野のようですが、このうち税分野では次のようになります。
（1）税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類に番号の記載欄を追加
（2）法定調書等については、主に支払者及び支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載
（3） これ以外にも、例えば、
・給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）には、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を
記載・生命保険金等の支払調書には、その支払の基礎となる契約を締結した者の個人番号又は法人番号
を記載
　次に、税務関係書類への個人番号・法人番号の記載及び番号が記載された申告書等の提出の時期は次の
とおりです。（個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。）

　以上の他に、政府はマイナンバーを「預金口座」 へ適用する改正案を平成27年3月10日に国会へ提出し
ており、平成30年には「戸籍」についても適用したい意向があることが一部マスコミで報じられております。

迫ってきたマイナンバー制度への
事業者としての対処

記載対象と番号の記載及び提出時期（一般的な場合）
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
提出時期　平成28年分の場合・・・平成28年分の確定申告期
平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
提出時期　平成28年12月決算の場合
　　　　　平成29年2月28まで
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
平成28年分の支払報告書から
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

所 得 税
個 人 住 民 税
法 人 税
法 人 住 民 税
法 人 事 業 税
法 定 調 書
支 払 報 告 書
申請書・届出書
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「婚活バーベキューパーティー」開催「婚活バーベキューパーティー」開催
　９月２７日、第５回目となる婚活事業「婚活バーベキューパーティー」を、郡山石筵ふれあい牧場で開催した。
当日は、募集人数を上回る独身男女４７名（男性２５名、女性２２名）の参加者をバスに乗せ郡山駅より移動し
スタートした。
　車中、参加者は隣席の方と会話を楽しみながら、和気あいあいといいムードで会場へ向かった。到着後、
まずは会場のフリースペースで１対１の自己紹介を行った。司会者のスタートの合図を待たず会話を始めるな
ど積極的にアピールする姿が見られた。
　その後、グループに分かれてバーベキューを楽しんでいただき、フリータイムへ。
天候にも恵まれ、意中の相手を誘い牧場内を散策する方や、グループで会話を楽しむなどあっという間に
フリータイムが終了した。
　最後にマッチングタイム。今回は男女共に気になる方を指名しカップリング成立することと合わせ、男性陣
から女性へ告白する「告白タイム」を行った。男性が気になる女性に思いの丈をぶつけ告白。途中「ちょっと
まった！」の声も上がり、結果、合計７組のカップルが誕生し、参加者スタッフ一同で祝福した。
　次回婚活事業は１２月に予定しておりますので、結婚を真剣に考えている方のご参加をお待ちしております。

　正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営をめざしたい。社会のお役にたちたい。そんな経営者の
皆様を支援する全国組織、それが法人会です。
　郡山法人会では、政府・政党に対し中小企業に有利になるための税制改正要望、異業種交流会（情報交換
会）、著名人による講演会、経営に役立つ研修会、および社会貢献活動などさまざまな事業を開催しておりま
す。また、当会を通して企業の大きな輪を作り、手を繋ぐことによって、会員企業相互の発展、および地域経済の
活性、地域社会への貢献を目指しています。
　随時、新入会員を募集しておりますので、ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、事務局までご紹介いた
だきたくお願い申し上げます。 郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）

正しい税知識を身につけたい もっと積極的な経営をめざしたい 社
郡山法人会では新入会員を募集しております！郡山法人会では新入会員を募集しております！

バーベキュータイム アピールタイム 告白タイム
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